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R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 R９年度 R10 年度 R11 年度 
        

第７期基本構想 

前期基本計画 後期基本計画 

    実施計画（１年目） 

     実施計画（２年目） 

      実施計画（３年目） 

本村が目指す「将来像」を示し、村としてのまちづくりの

方向性を示す。 

基本構想で示した「将来像」の実現に向けた、分野別のビ

ジョンや目標を示す。 

基本計画に基づき、計画を具現化するため、どのように事業を

実施していくのかを示す。 

基本計画 

実施計画 

まちづくり計画は、本村の行政運営における最上位の計画として位置づけられています。

また、まちづくり基本条例の実践に向けた計画にもなっており、村民のみなさんとの協働

によるまちづくりのための行動計画となるものです。 

 “中札内村まちづくり計画”ってなに？ 

 計画の構成と計画期間はどうなっている？ 

この計画は、「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」で構成します。 

計画期間は令和８年度から令和 11年度とします。 

第７期中札内村まちづくり計画 
後期基本計画を策定しました 

中札内村では、まちづくりについて定める本村の最上位計画である「総合計画」として、

令和 11年度を目標年次とする「第７期中札内村まちづくり計画」を令和４年３月に策定

しました。計画の中間年を迎えたことを受け、村の現状等を踏まえて「第７期中札内村まち

づくり計画 後期基本計画（以下、「本計画」という）」を策定します。 

今回 
策定 



 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

中札内村の将来像 

  

まちづくりの基本目標 

協働 
基本目標１ みんなが主役のまちづくり 

＃ 村民参画 ＃ 行財政運営 

安心 
基本目標２ 優しさと安心が繋がるまちづくり 

＃ 福祉 ＃ 保健・医療 

学び 
基本目標３ 文化と学びが紡ぐまちづくり 

＃ 学校教育 ＃ 社会教育・生涯学習 ＃ 文化・芸術、スポーツ 

活力 
基本目標４ 元気あふれるまちづくり 
＃ 農業・林業・商工業    ＃観光・交流 

快適 
基本目標５ 潤いと安らぎのまちづくり 

＃ 環境保全    ＃生活基盤    ＃防犯・防災 
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■まちづくり基本条例を実践し、村民の暮らしに寄り添い対話と住民参加による協働のま
ちづくりを推進 

1-1-1 協働によるまちづくり 
●協働のまちづくりに向けた情報発信と共有の強化  ●住民参画と地域を担う人づくり 

■さまざまな分野で男女が共に活躍する男女共同参画の推進 

1-1-2 男女共同参画社会の実現 

●男女共同参画の推進 

■人口減少の緩和を目指して新たな宅地分譲を実施 

■定住促進事業の取り組み強化による若者定住の促進 

4-2-3 移住・定住の促進 

●移住・定住の促進  ●宅地分譲地の造成 

■移住に関する相談体制、住宅・土地や雇用等の情報発信を充実 

4-2-3 移住・定住の促進【再掲】 

4-3-1 雇用促進・就業環境の整備 

●雇用の確保と労働環境の整備 

■政策に基づく施策の選択と集中による健全な行財政運営 

■ふるさと納税返礼品の魅力向上のため、企業・事業所と連携した新たな商品開発の支援 

■村政を担う職員一人ひとりがいきいきと力を発揮できる環境づくり 

■職員間の情報共有、業務の迅速化と効率化による役場組織の機能向上 

1-2-1 効率的で健全な行財政運営 

●効率的で健全な行財政の運営 

■村の諸団体等との情報共有 

1-1-1 協働によるまちづくり【再掲】 
■村の歴史を次代に引き継ぐ開村８０周年記念事業の実施 

後期基本計画では、将来像・村長公約の実現に向けて様々な取組を推進します 

            未来につなぐまちづくり 

 

村長公約１ 

 

93.5％ 
多くの人が住みやすい、住み続けたいと感じていることがわかりました。 

～ 村民アンケート結果（令和６年度実施） ～ 

 

89.0％ 
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■土づくり、生産基盤整備の推進 

■デジタル技術の導入によるスマート農業の推進 

■次代を担う農業者の育成、確保に向けた仕組みづくりや支援策 

■大規模草地育成牧場の整備による後継牛の育成支援 

■家畜衛生や防疫体制の強化、酪農畜産経営安定のための支援 

4-1-1 農業基盤整備と経営支援 

●農業生産基盤の整備  ●担い手の育成・確保  ●農業経営体質の強化 
●大規模草地育成牧場の運営・整備 

■村内での起業を支援 

■空港に近い有利性や景観などの優れた環境を生かし、企業や事業所の立地を促進 

■（商工業における）DX の促進 

4-2-1 商工業の振興 

●経営体質の強化  ●地域商工業の活性化  ●企業立地の促進 

■道の駅の新たな魅力づくりと発信力の向上 

4-2-2 観光・交流の振興 

●観光基盤の整備 

■日高山脈や農村の美しい景観を生かし、観光事業者と連携した観光の推進 

4-2-2 観光・交流の振興【再掲】 

5-1-2 自然環境の保全と景観形成 

●自然環境の保護・保全と景観づくりの推進 

■道の駅の災害時の避難所機能を充実 

4-2-2 観光・交流の振興【再掲】 

5-3-1 防災対策の推進 

●地域防災力の強化 

■妊娠から出産、子育ての切れ目ない包括的な支援 

■子育て支援制度の充実 

2-1-2 子育て支援の充実 
●子育て支援の充実  ●保育の充実  ●地域における児童福祉の推進 

2-2-1 健康づくりの推進 
●子どもと家族の健康づくりと子育て支援の推進  ●健やかな妊娠・出産・育児への支援の充実 

●予防接種の実施体制の充実  

●地域や関係機関が連携した誰もが自殺に追い込まれることのないまちづくり 

●成人保健・生活習慣病対策の推進 

            みんなで支えあい誰もが安心して 

               過ごせるまちづくり 
村長公約３ 

            活気ある産業のまちづくり 

 

村長公約２ 
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■子どもたちが健やかに育つ保育環境づくり 

2-1-2 子育て支援の充実【再掲】 
■安心できる福祉、保健、医療、介護サービスを提供 

2-1-1 地域共生社会の実現 

●地域福祉の環境づくり  ●住民参加による社会福祉活動の推進 

2-1-3 高齢者福祉の実現 

●生きがいづくりの推進  ●生活支援サービスの充実  ●地域包括ケアシステムの構築 

2-2-1 健康づくりの推進【再掲】 
2-3-1 医療体制の維持・充実 
●地域医療の充実 

■食育と連動した安心安全な地場食材の利用拡大 

2-2-2 食育の推進 

●健康づくり及び疾病予防対策の推進  
●多様な関係者との連携・強化による地域ニーズに沿った食育の推進 

3-1-2 学校教育の推進 

●一人一人の可能性を引き出す教育の推進 ●多様な学びの機会を保障し、質を高める環境の確立 
●地域と歩む持続可能な教育環境の実現  ●健やかな成長と健康を支える学校給食の提供 

■地域住民、ボランティア、NPO などとともに共助のまちづくりを推進 

2-1-1 地域共生社会の実現【再掲】 

■障がい者就労の場を創出 

2-1-4 障がい者福祉の充実 

●相談支援の充実  ●自立と社会参加の促進 

■高齢者が安心して暮らせるための地域交通の充実 

2-1-3 高齢者福祉の実現【再掲】 

5-2-1 道路・交通環境の整備 

●交通機関の確保 

■学びを支える就学支援制度の充実 

■返済を必要としない奨学資金制度（一定の条件有り）の創設 

3-1-2 学校教育の推進【再掲】 

■地域で子どもを育む共育の推進 

3-1-2 学校教育の推進【再掲】 

3-2-1 社会教育・生涯学習の推進 

●生涯学習と社会教育活動の推進 

            人を育む教育、文化のまちづくり 

 
村長公約４ 
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■外国語教育の推進 

3-1-1 幼児教育の推進 

●多様な感性を育む幼児教育の推進 

3-1-2 学校教育の推進【再掲】 

■多様な世代が共に学ぶ環境づくり 

3-2-1 社会教育・生涯学習の推進【再掲】 

■なかさつない音まちプロジェクトの推進 

3-2-3 文化・芸術、スポーツの振興 

●文化、芸術活動の推進 

■国際交流、友好都市交流の推進 

3-2-2 国際・地域間交流の推進 

●友好都市川越市との交流  ●国際交流の推進 

■中札内交流の杜のサッカー合宿利用の促進 

3-2-1 社会教育・生涯学習の推進【再掲】 

■自主防災組織の設立を促進 

■災害備蓄品の増強 

5-3-1 防災対策の推進 
●地域防災力の強化 

■大雪時の除雪体制の強化 

5-2-1 道路、交通環境の整備 

●冬期交通の確保 

■上下水道施設の計画的更新 

5-2-2 水道、下水道の整備 

●水道施設の中期的な更新計画策定  ●計画的な下水道施設の更新 

■地域が連携した二酸化炭素排出実質ゼロの推進 

5-1-2 自然環境の保全と景観形成 

●地球温暖化防止に向けた取組 

5-2-4 住宅環境の整備 

●良質な住宅の形成 

            安全で住みやすいまちづくり 村長公約５ 



 

 

 

まちづくり計画 後期基本計画の策定にあたって 
 

 

中札内村長 川尻 年和 

 

 

 

中札内村は、「第７期中札内村まちづくり計画（令和４年度～令和 11 年度）」を策定し、計画的な

まちづくりを進めています。前期の４年間では、少子高齢化や人口減少などの課題に対応するため、

まち・ひと・しごと創生総合戦略との整合性を図りながら、地方創生の取組を進めてきました。 

今回策定した後期基本計画（令和８年度～令和 11 年度）は、今後４年間のまちづくりの指針と

なるものです。中札内村が将来にわたって持続可能で活力あふれる村となるよう、前期基本計画の

成果と課題を整理した上で、後期の４年間でめざすべき姿と主要な施策をまとめました。 

計画の策定にあたっては、総合行政推進委員の皆様から貴重なご意見をいただいたほか、「まち

づくりアンケート」や「未来のむらを語る座談会」を実施し、村民の皆様から多様なご意見をいた

だきながら議論を進めてきました。 

計画を前に進めていくためには、村民の皆様、村議会、関係機関との協働により取り組む必要が

ありますので、めざすべき姿の実現に向けて、皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

先人のたゆみない努力により、今日の輝かしい発展を遂げた中札内村は、令和９年９月には開村

80 年の節目を迎えます。将来を見据え、未来への種を撒き、「チームなかさつない」で育み、次世

代へと確実に繋いでいくため、「対話と行動力」で村民の皆様と一丸となってむらづくりに取り組

んでいく所存です。 

結びに、本計画の策定にあたってご尽力を賜りました総合行政推進委員会の委員の皆様をはじめ、

まちづくりアンケートや座談会などを通じて貴重なご意見・ご提言をいただきました多くの村民の

皆様に心からの感謝とお礼を申し上げます。今後とも本計画の推進に向けて、一層のご支援とご協

力を賜りますようお願い申し上げます。 
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パブリックコメント実施中 

新たに策定しました「中札内村まちづくり計画 後期基本計画」 

へのご意見を募集しています。 


